
（様式第 1) 疑義照会（回答）票

照会日

照会担当者

I業務実施部署の長の確認 I針谷

（受付番号）

プ切り本部受付番号 No.2010—034 本部受付番号 No.2010—1072 

※ 受付番号は、ブロック本部及び品質管理担当部署において記入します。

（案件）

資格取得時報酬訂正の回答に関する事務取扱について

（内容）

先に回答いただきました受付No.2010-381 の疑義照会の回答につ

いて、以下の 3点についての疑義が生じることから、照会いたします。

① 資格取得時報酬訂正届について、提出された届が残業手当の見込み誤り

であった場合、報酬訂正は行わないこととなるが、その際の事業所あて

（社労士あて）の通知はどのように行うこととなるのか（厚年は国年と

違って却下通知が自動作成されないので、現在「基礎日数不足」につい

ては返戻するようにしているが、それと同様でよいか）。また、その取扱

いは回答日以降でよいか。

② 提出された訂正届が残業手当等の流動的賃金の差異であるかの判断はど

うすればよいか。現在、訂正届についての事務処理マニュアルがないた

め、届出に「残業手当の見込み誤り」などと記載が無い限り判断がつか

ない。また添付書類について求めた場合、相手から添付する根拠を求め

られた時には今回の回答を示してもよいでしょうか。



③ 今後において、実際支払いがあった報酬額と標準報酬月額とに著しい差

異が発生することとなるが、年金請求等において問題が発生することに

なるが、それについての申し立てが被保険者本人からあった場合はどう

するか（例えば、 60歳に再取得した報酬月額が本来の報酬額と異なって

いた場合、年金の支給停止額などに影響が出ると思われる）を示してい

ただきたい。

（ブロック本部回答）

① については、不該当通知が必要と思われる。また、この取扱いは回答日以

降でよいと思料する。

② については、

・訂正届処理の際は、理由を確認した上で処理することが妥当である。

• 健康保険法 198条及び厚生年金保険法 100条により、「標準報酬の決定

に関し必要があると認めるときは、事業主に対し文書その他の物件の提

出を命じることができる。」となっており問題ないと思われる。また、根

拠として求められた場合は疑義照会の要旨を示されたい。

③ については、在老の支給額変更通知が届いた時点で不服申し立てをしても

らうことになると思われる。

以上のように思料されるが、諸規定において明らかにされていないため、機構

本部に照会されたい。

回答日 平成22年10月28日

回答部署名 北関東・信越ブロック本部

厚生年金適用支援グループ

回答作成者 マこュアルインストうりター
（厚生年金適用支援G長）庄司

連絡先

メールアドレス：



（本部回答）

資格取得時報酬訂正届については疑義照会No.2 0 1 0 -3 8 1に基づいて該

当するか否かの判断をすることとなるが、その判断を行うためには当該届を提

出するに至った理由及び事実を確認する必要がある。そのため、原則として事

業主から理由書の提出並びに賃金台帳等の提出を求めることとする。

なお、事実を確認できる書類（賃金台帳等）の提出がされなかった場合には、

優先的に事業所調査の対象とするなど、事実の確認に努められたい。

また、提出された資格取得時報酬訂正届が実際には報酬訂正に該当しない場

合には審査請求の対象となることから、不該当通知を作成のうえ事業主あてに

送付されたい。

③に関して、資格取得時の標準報酬月額については資格取得確認および標準

報酬決定通知書により事業主あて通知することとなり、事業主はその通知があ

ったときは速やかに被保険者又は被保険者であった者に通知することとされて

いる。従って、当該処分に不服がある場合には通知され、処分を受けたことを

知った時点で不服申し立てをすることとなる。

回答部署名

主管担当部署の長の確認 I 山上
（軽微なものについてはグループ長）
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